
ふるさと納税への返礼品は寄附額の約３割の金額を上限に市が登
録事業者から購入！

 本市の寄附額は増加中で令和６年度寄附額は

１．８億円を超える見込み！

このうち、３割の ５，４００万円は事業者さんの売上！

②手数料等のお金は必要？

ふるさと納税セミナー
～あなたのお店の商品・技術を

返礼品にしませんか？～
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2025/４/17(木) 13:30~14:30
場所：山陽小野田市Ａスクエア第２・３会議室（中央二丁目３-１）

講師：丹羽 智貴

ANAあきんど株式会社

山陽小野田市は令和６年度より

「ANAあきんど株式会社」と協働で

ふるさと納税を推進しています。

市ふるさと納税HP

①返礼品に登録できるもの

返礼品への登録は販路拡大！

受講
無料

参加申込書 小野田商工会議所 行 FAX：0836-84-4180

氏名： 事業所名：

電話番号： Mail：

メール申込は
host@onoda-cci.or.jp

＼セミナー内容（返礼品登録）／

どんな商品が返礼品に登録できるの
かお話します！

掲載コスト０で、全国に販路拡大の
チャンス。詳しくお伝えします！

③メリットやデメリットはある？

販路拡大を筆頭に登録するメリットは
たくさんあります！

実際に登録されている事業者さんの
生の声を交えてお話します！

④受注→発注→納品の流れ

寄附が入るとメールやFAXで事業者
さんにお知らせ！

お届けした伝票を商品に貼って宅配
業者に預けるだけ！
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